
タイトル【子供用夢遊び場の提供】 

 

「提案の特徴・アピールしたい点」 

 

１． 提 案 

 近年は、昔のように学校近隣の近所の子供達が一緒に遊び、近所の

大人達が見ていたというコミュニテイ的遊び場が激減しています。 

 本提案は、学校という施設の近隣にある道路の一角を利用し、 

少子高齢化の現代に必要とされる地域の子供達（幼稚園児、小学校児

童）の“遊び場”を設けることで、地域の大人達が安心して子供達を

健全に育てることのできる環境造りのお手伝いをする内容です。 

 

２． アピールしたい点 

① 対象の子供達 

九州地区の幼稚園児及び小学校児童数は、合わせてＲ３年時点

で約 78 万人程度です。また学校数は、幼稚園が各県で約 100

園、小学校が各県で約 280 校程度です。 

これらの学校等から参加できる子供達（一部）を対象とします。 

 

② 遊び場の設定 

  今回、「遊び場」として設定する事項は、 

１） 区域は、地域の理解度、調整面と実行性の面から有利な

市街化区域のうちでも“交通量が少ない地区“を対象と

します。 

２） さらに、この区域内に該当する“小学校等”周辺にあり、

交通制限できる道路を選定します。さらに使用可能な区

間を設定します。 

３） 交通制限できる条件は、土・日の時間帯、10 時～16 時

程度。この間は一般車両の通行禁止の制限とします。（緊

急車両は対象外） 



③ 遊びの種類 

遊び方は基本的に限定しないが、種類としては、ローラースケ

ート、スケートボード、ボール類、なわとび、サッカー等を推

奨します。（野球は不可） 

 

以上から、遊び場の設定例を下図にて示すと、 

・使用範囲：黄色矢印の道路（ア、イ、ウ） 

・交通制限としてアイウに入る道路交差部に「車両進入禁止」 

 および「制限時間」等の交通標識（星印部）を設定します。 

④ 補足 

遊び場を設けるに当り、地元町内への説明や協力依頼等を 

お願いする。 

本案は、地元の協力もあって実現できる大きい夢です。 

大人達の尽力に期待します。 

 

            （参考図） 
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遊び場（両⽮印区間） 



  現代の⼦供達（⼩・中学⽣）は、ゲームなどの室内での遊びが主流です。これは昭和の昔のような道路で活発に遊ぶ場所が少ない事が原因です。
これまでの⼦供達は外で遊ぶ事で、年齢を越えた者同⼠が仲間になり、付近の住⺠も⼦供を⾒守るという⼀つの地域コミュニケーションが成⽴してました。
そこで、少⼦⾼齢化の進展の中で、今！これを取り戻す⼯夫として、以下の提案を⾏います。夢のような実現に向けて！

”⼦供⽤遊び場として専⽤道路”を確保するための⼯夫です。
①学校周辺の道路の⼀部を時間制限（ＰM16-18時）して⾞輌が来ない安全な専⽤帯を設ける。（安全の確保）
②⼦供の遊びに基本的に制限を設けない。運動、なわとび、スケートボード、ローラースケート等の活動を認める。（遊びの多様性）
③⼩・中学⽣が⼀緒に遊ぶ事を認める。それに住⺠（特にシニア層でも）も参加してよい。（⾃治会協⼒）
④道路通⾏制限の変更は、地元から警察等に主旨を説明して理解を得るようにする。（理解と調和）
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